
のと し ま す。

２ ． こ の約款の変更に当たっては、 Ｔ Ｖ Ｔ は、 加入者に対し て、 その変更内容を電子メ ールによ る 送信、 Ｔ Ｖ Ｔ ホー

ム ページにおける 公表その他Ｔ Ｖ Ｔ が適当である と 判断する 方法によ り 加入者に事前に通知し ま す。

（ 特約事項）

第３ １ 条

Ｔ Ｖ Ｔ は、 視聴状態の確認を 行う ために、 第２ ９ 条（ 加入者の個人情報の取扱いについて） の規定を 遵守し た上で

加入者が使用する 、 Ｔ Ｖ Ｔ が定める 一定の条件を 満たし た環境下の対象Ｓ Ｔ Ｂ と 、 電気信号によ る 通信を 行う こ と

ができ る も のと し ま す。  

（ 協議）

第３ ２ 条

こ の約款に定めなき 事項あ る いは疑義が生じ た時は、 Ｔ Ｖ Ｔ 、 加入者は誠意を も っ て協議のう え、 解決にあ たる も

のと し ま す。

（ 準拠法）

第３ ３ 条

こ の約款は日本法に準拠し 、 日本法に従っ て解釈さ れる も のと し ま す。

（ 裁判管轄）

第３ ４ 条

こ の約款に関する 一切の紛争については、 岡山地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所と し ま す。

付 則

1． こ の約款は、 平成３ ０ 年７ 月１ 日よ り 施行し ま す。

2． こ の約款は、 令和 7 年 3 月 1 日から 一部改定し ま す。

以 上

 株式会社テ レ ビ 津山 セッ ト ト ッ プ ボッ ク スレ ン タ ルサービ ス契約約款

株式会社テ レ ビ 津山（ 以下「 TVT」 と いいま す） と TVT の行う 放送サービ ス を 利用する た めにセッ ト ト ッ プボ ッ

ク ス （ 以下「 STB」 と いいま す） のレ ン タ ルサービ ス を 利用する も の（ 以下 ｢利用者｣ と いいま す） と の間に締結さ れ

る 契約（ 以下「 STB レ ンタ ル契約」 と いいま す） は、 次の条項によ る も のと し ま す。

（ STB レ ンタ ル料金）

第 1 条

利用者は、 本サービ ス を受け始めた日の属する 月から 、 こ の契約の解約を申し 出た日の属する 月ま で 、 STB1 台ご と

に別途料金表に掲げる レ ンタ ル料を TVT に支払う も のと し ま す。

2． TVT はレ ンタ ル料を改定する 場合は、 1 ヵ 月前ま でに利用者に通知する も のと し ま す。

（ レ ンタ ル料の支払方法等）

第 2 条

レ ンタ ル料の支払等に関し ては、 テレ ビ 約款第６ 条乃至第８ 条を準用する も のと し ま す。

（ 最低利用期間）

第 3 条　

レ ン タ ルサービ ス の最低利用期間は 6 ヶ 月と し ま す。 但し 、 別途料金表で定める 一部のサービ ス については適用さ

れないも のと し ま す。

（ STB レ ンタ ル契約の解約）

第 4 条　

利用者が STB レ ンタ ル契約を解約する 場合は、 TVT が指定する 書面にて TVT に申し 出を行い、 STB を返還する も の

と し ま す。 なお、 デジタ ルベーシッ ク については STB レ ンタ ルのみを解約する こ と は出来ま せん。

2． STB レ ンタ ル解約は、 前項の STB の返還があった日と し ま す。

3． STB の返還については TVT が引き 取り に訪問する 場合は別表に掲げる 手数料を 利用者は TVT に支払う も のと し

ま す。

4． STB およ び付属品について万一、 紛失・ 破損およ びご返却いただけない場合は、 別に定める 機器損害金を申し 受

けま す。
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（ STB レ ン タ ル料の精算）

第 5 条

STB レ ンタ ル契約が解約と なった場合、 料金は次の通り 精算し ま す。

（ 1） 最低利用期間を経過する 前に解約と なっ た場合には、 最低利用期間の最終月ま での料金を 支払う も のと し 、 日

割計算によ る 精算はいたし ま せん。

（ 2） 最低利用期間を 経過し た後に解約と なっ た場合は、 解約日の属する 月の利用料ま で支払う も のと し 、 日割計

算によ る 精算はいたし ま せん。  

（ 利用者の義務違反によ る 停止）

第 6 条

TVT が利用者にこ の STB レ ン タ ル契約に違反する 行為があったと 認める 場合は、催告の上、サービ ス の提供を停止し 、

解約の処置を講ずる こ と ができ る も のと し ま す。

2． 利用者が前項によ り 解約と なっ た場合は、 利用者は直ちにこ の STB レ ン タ ル契約によ る 全ての権利を 失う も の

と し 、 利用者は速やかに STB を TVT に返却する も のと し ま す。

（ 契約の変更）

第 7 条

TVT は、利用者の同意を得る こ と なく こ の約款を 変更する こ と ができ る も のと し ま す。こ の約款が変更さ れた場合は、

当該変更後の約款が利用者に適用さ れる も のと し、 本件サービ ス 提供条件等は、 当該変更後の約款によ る も のと し

ま す。

２ ． こ の約款の変更に当たっては、TVT は、利用者に対し て、その変更内容を 電子メ ールによ る 送信、TVT ホームペー

ジにおける 公表その他Ｔ Ｖ Ｔ が適当である と 判断する 方法によ り 利用者に事前に通知し ま す。

付　 則

１ ． こ の STB レ ンタ ル約款は、 平成３ ０ 年７ 月１ 日から 施行し ま す。

以　 上

 Ｃ Ａ Ｔ Ｖ 専用Ｂ -Ｃ Ａ Ｓ カ ード 使用許諾契約約款（ ＫＢ０００８Ｇ ）

お客様が使用する ケーブルテレ ビ 用のセッ ト ト ッ プボッ ク ス 等（ 以下「 Ｃ Ａ Ｔ Ｖ 用受信機器」 と いいま す） には、 デジ

タ ル放送を 受信する ためのＩ Ｃ カード （ Ｃ Ａ Ｔ Ｖ 専用Ｂ －Ｃ Ａ Ｓ カード ） ( 以下「 カード 」 と いいま す ) が添付さ れて

いま す。 こ のカード は、 株式会社ビ ーエス ・ コ ン ディ ショ ナルアク セス シス テム ズ（ Ｂ －Ｃ Ａ Ｓ 社）（ 以下 ｢当社｣ と

いいま す） が一般社団法人日本ケーブルテレ ビ 連盟（ 以下「 Ｊ Ｃ Ｔ Ａ 」 と いいま す） と 契約し 、 Ｊ Ｃ Ｔ Ａ を 経由し てご

加入のケーブルテレ ビ 局 ( 以下「 Ｃ Ａ Ｔ Ｖ 会社」 と いいま す ) に配布し ている も のです。 当社は、 こ のカード を、 こ の

約款の契約（ Ｃ Ａ Ｔ Ｖ 専用Ｂ －Ｃ Ａ Ｓ カード 使用許諾契約） に基づいてお客様に貸与し ま す。 お客様がＣ Ａ Ｔ Ｖ 会社の

用意する 書面においてこ の約款に同意する と 、 当社と の間に契約が成立し ま すので、 事前にこ の約款を必ずお読みく だ

さ い。

第１ 条（ カード の使用目的）

こ のカード には、 Ｃ Ａ Ｔ Ｖ 用受信機器を制御する 集積回路 ( Ｉ Ｃ ) が内蔵さ れており 、 ご加入のＣ Ａ Ｔ Ｖ 会社がカー

ド の使用を 認めたＣ Ａ Ｔ Ｖ 用受信機器において、 ご 加入のＣ Ａ Ｔ Ｖ 会社が行う 地上デジタ ルテレ ビ ジョ ン 放送、 Ｂ

Ｓ デジタ ル放送およ び 110 度Ｃ Ｓ デジタ ル放送の再送信、なら びに著作権保護に対応し た自主放送（ 以下ま と めて「 放

送サービ ス 」 と いいま す） を受信する 目的で使用さ れま す。

第２ 条（ カード の所有権と 使用許諾）

こ のカード の所有権は、 当社に帰属し ま す。

２ ． こ の契約に基づき 、 お客様およ びお客様と 同一世帯の方がこ のカード を 使用でき ま す。

第３ 条（ カード の管理）

お客様は、 こ のカ ード を Ｃ Ａ Ｔ Ｖ 用受信機器に常時装着し た状態で使用・ 保管し 、 カ ード が紛失、 盗難、 故障およ

び破損する こ と のないよ う に十分注意し てく ださ い。

第４ 条（ カード の故障交換等）

カード が原因と 思われる 受信障害が発生し た場合は、 ご 加入のＣ Ａ Ｔ Ｖ 会社に連絡し てく ださ い。 Ｃ Ａ Ｔ Ｖ 会社は、

カ ード の故障によ る 受信障害の場合はそのカ ード を 交換いたし ま す。 次の各号のいずれかに該当する 場合は、 別表

に定める カード 再発行費用をお支払いいただく 有償交換、 それ以外の場合は無償での交換と なり ま す。
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